
４．執行機関
（４）長の兼業禁止規定の該当事例に関する調　（平成１９年４月１日　から　平成２１年３月３１日　まで）
　①　都道府県分　　　＜該当なし＞
　②　市町村分

審査請求の結果 出訴の結果

山梨県 北杜市 ○
指定管理者制度導入施設管理運営実
績表を以て行政処分とした請求人の
異議申し立ては不適法

H20.6.11 有 却下 有 東京高裁で係争中

（５）副知事・副市町村長の兼業禁止規定の該当事例に関する調
（平成１９年４月１日から平成２１年３月３１日まで）

　①　都道府県分　　＜該当なし＞
　②　市町村分　　　＜該当なし＞

（６）委員の兼業禁止規定の該当事例に関する調
（平成１９年４月１日から平成２１年３月３１日まで）

　①　都道府県分　　＜該当なし＞
　②　市町村分　　　＜該当なし＞

兼業禁止規定
に該当しない

と決定したもの

1件

裁判所への出訴の有無

決定の年月日

都道府県知事に対する
審査請求の有無

都道府県名

選挙管理委員会の決定の内容

決定の理由

1件

市町村名

1団体計 0件 1件

兼業禁止規定
に該当すると
決定したもの


	4-(4)①都道府県分②市町村分

